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令 和 ４年 ２月 2 5 日 

国 土 交 通 大 臣 

農 林 水 産 大 臣 

 

国立研究開発法人土木研究所が達成すべき業務運営に関する目標 

 

 

 

第１章 政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

 

１．政策体系における法人の位置付け                                           

国は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備等を図

ることを任務としており、国土交通省技術基本計画において、「国土交通行政における事業・施策を効果

的・効率的に行うためには、それらを支える技術が不可欠」であるとするとともに、国土交通省政策評価基

本計画において、政策目標及び施策目標として、「技術研究開発を推進する」及び「社会資本整備・管理

等を効果的に推進する」ことを掲げている。 

一方、独立行政法人は、独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号。以下「通則法」という。）第２

条第１項において、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要

な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に

委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの」等を実施することとされているほか、同条第３項

の規定において、国立研究開発法人は我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健

全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することとされている。 

国立研究開発法人土木研究所（以下「土研」という。）は、国立研究開発法人土木研究所法（平成 11

年法律第 205号。以下「土研法」という。）第３条及び第 12条に規定されているとおり、 

① 建設技術及び北海道開発局の所掌事務に関連するその他の技術のうち、土木に係るもの

（以下「土木技術」という。）に関する調査、試験、研究及び開発 

② 土木技術に係る指導及び成果の普及 

等を行うことにより、土木技術の向上を図ることで、良質な社会資本の効率的な整備及び北海道の開発

の推進に資することを目的として設立された独立行政法人である。 

政策体系図は、別紙１のとおり。 

土研の使命等と目標との関係は、別紙２のとおり。 

 

２．法人の現状と課題                                                     

土研は、平成 13 年４月に独立行政法人化された。法人の目的、設立経緯から、国土交通省等との人

事交流や現場への技術支援等の活動を通じて専門家を育て、現場のニーズを的確に把握し、研究開発

した成果は速やかに社会実装につなげ、さらに成果の普及を図ってきた。また水災害・リスクマネジメント

国際センター（ICHARM）のネットワークを利用するなどして国際貢献を行ってきている。 

このような、土木分野における公的かつ総合的な研究機関として、その強みを活かして、次のような取

組を進めミッションを果たしてきた。 

 

＜専門家集団としての現場ニーズの的確な把握＞ 

土研は、河川や道路等を管理する現場事務所等への技術的支援を実施してきたとともに、国土交通

省等との人事交流を通じて、土木技術の専門家の集団として、現場におけるニーズを的確にとらえた課

題の特定を行ってきた。 

 



- 2 - 

＜技術開発の社会実装化＞ 

現場のニーズに基づいた研究開発の課題を特定し、現場で適用可能な技術として研究開発の成果を

適時適切にとりまとめ、社会実装につなげてきた。 

 

＜現場の技術的支援＞ 

激甚化する災害の現場や高度な技術的課題を抱える現場において、現場の要請に応えて技術的支

援を行い、二次被害の防止や迅速な災害復旧、適切な調査や対策の立案などに貢献してきた。 

 

＜研究開発成果の普及＞ 

土研は、国土交通省とも密接に連携し、国土交通省等の技術基準類の作成・改定に合わせて、必要

なコア技術の研究・開発を行ってきた。土研の研究開発成果は、国土交通省の技術基準類に反映するこ

とにより、現場の課題の解決もしくは新しい技術の適用が可能となり、効率的・効果的な社会資本整備に

貢献してきた。 

土研は、日本政府とユネスコの協定に基づき設置した水災害・リスクマネジメント国際センター

（ICHARM）のネットワークを利用するなどして、研究開発した土木技術による国際貢献を行ってきた。 

 

＜産学官との連携による技術開発の推進＞ 

公正、中立の立場で産学官と適切な連携を図り、新たな土木技術の開発や現場への実装を促進して

きた。 

 

一方で土研の研究開発を推進するにあたり、限られた土研のリソースの中で、デジタル技術等の活用

に必要な多様な人材を確保することや所有する実験施設を新たな研究開発に即応するための整備・更

新を図ることなどが課題となっている。 

 

３．法人を取り巻く環境の変化                                                

（１）自然災害の激甚化・頻発化 

気候変動の進行により、水災害、土砂災害等が激甚化・頻発化しており、１時間雨量 50mm 以上の短

時間強雨の発生頻度は、直近 30～40年間で約 1.4倍に拡大した。平成 30年７月豪雨や令和元年東日

本台風、令和２年７月豪雨等、毎年のように甚大な被害が発生した。このような被害を踏まえて、あらゆる

関係者の主体的な参画による国土の強靭性と地域の持続可能な発展が求められている。また、積雪寒

冷地においては、暴風雪等による雪氷災害に備えた対策が求められている。 

また、南海トラフ地震や首都直下地震、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震等の発生が切迫するとと

もに、こうした大規模地震と併せて、津波による甚大な被害も懸念される。さらに、火山の大規模噴火につ

いてもいつ起こってもおかしくない状況にある。 

 

（２）老朽化の進行によるインフラ機能低下の加速 

我が国においては、高度経済成長期以降にその多くが整備されたインフラについて、建設後 50 年以

上経過する施設の割合は加速度的に増加傾向にあり、インフラが今後一斉に老朽化することから、維持

管理・更新を確実に実施する必要がある。しかし、未だ予防保全型のメンテナンスサイクルは確立できて

おらず、適切に対応しなければ、中長期的なトータルコストの増大を招くのみならず、我が国の社会経済

システムが機能不全に陥る懸念がある。 

また、新規インフラの整備段階から「インフラを効率よく維持管理するためにはどのような構造が良い

か」といったことを念頭に置くなど、将来の維持管理まで見据えた取組を行う必要性が指摘されている。 

さらに、インフラの持つ潜在力を引き出すことが求められている。 
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（３）持続可能で暮らしやすい地域社会・地方創生の実現 

近年のデジタル技術の進歩や、ライフスタイルや価値観の多様化、さらには新型コロナウイルス感染症

の拡大により、地域社会や暮らしの住まい方等は変化してきている。東京一極集中型から、個人や企業

が集積する地域が全国に分散しそれぞれの核が連携し合う多核連携型の国土づくりを進め、新たな暮ら

し方、働き方、住まい方を支えるための基盤を構築すること、また、地域の自然や歴史文化に根ざした魅

力・個性を活かしたまちづくりを進め、持続可能で暮らしやすい地域社会・地方創生を実現する必要性が

指摘されている。特に、地方部においては、人口減少が進む中で持続的な経済成長を実現するために

は、地域の資源を最大限に活かしつつ、地域の人や物の移動を支えるとともに、観光等、地域経済の核

となる産業を下支えする基盤整備や機能強化が必要である。 

また、ゆとりある豊かな暮らしの実現を図るため、賑わいをはじめとした多様なニーズに応える道路空間

の構築や、魅力ある水辺空間の創出などを行う必要がある。 

 

（４）地球温暖化等の環境問題 

我が国においても、2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指し、積極的に温暖化対策

を行うことが、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな経済成長につながるという発想の転換により、

経済と環境の好循環をつくり出していくことが求められている。 

また、地球温暖化緩和策のみならず、自然災害の激甚化・頻発化などの気候危機に対する気候変動

適応策の推進を図ることが求められている。自然環境との共生に対するニーズが高まっており、日常の空

間における自然環境との調和がますます重要になっている。加えて、SDGs に沿った環境に優しい地域

づくり、生態系ネットワークに配慮した自然環境の保全、健全な水循環の維持、環境負荷軽減に係る技

術開発や循環型社会の形成は引き続き重要な課題である。 

 

（５）生産年齢人口の急激な減少 

我が国は、人口減少・少子高齢化が進行していることから、生産年齢人口は今後も減少していくと考え

られる。より少ない生産年齢人口で持続的な経済成長を実現するには、労働生産性の向上が非常に重

要であるが、我が国の労働生産性は他の先進国と比べ低いとの指摘がある。そのような中ではあるが、建

設分野においても生産性向上を強力に推進することが重要である。 

 

（６）急速に進化するデジタル技術 

近年様々な計測・観測技術、計算技術、AI 技術等のデジタル技術が急速に進化している中、建設現

場においては、３次元データ・ICT 技術等を活用した i-Construction の推進等により、施工と維持管理の

更なる効率化や省人化・省力化を進めるとともに、建設機械の普及等によるコスト縮減を含め生産性向上

の取組を進める必要がある。このため、BIM/CIM の活用や 5G を用いた無人化施工等の現場実装の推

進、AI・IoT等の先端技術の開発促進などが求められている。 

また、前節に示したとおり、人口減少・少子高齢化が進行する中で、社会資本を整備・管理する現場に

おいて、その担い手が減少していくため、補うものとしてDXによる業務・サービスの高度化、それによる生

産性の向上が重要である。 

 

（７）働き方の変革 

新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、非接触が求められる中のデジタル化・スマート化の必要性、

テレワークやクラウドソーシング等の柔軟な働き方の広がり、などが挙げられる。また、新型コロナウイルス

感染症拡大に伴い、国内外を問わず、人の移動に制約が課されている。 

これらの傾向の変化は、注視していく必要があるが、デジタル化・スマート化や柔軟な暮らし方、働き方、

ワークライフバランスなど、以前よりその必要性を指摘されていたものについては、新型コロナウイルス感

染症による変化を契機として、関連する取組を強化する必要がある。 
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４．法人の役割（ミッション）                                                  

土研のミッションは、研究開発成果の最大化、すなわち、国民の生活、経済、文化の健全な発展その

他の公益に資する研究開発成果の創出を国全体として「最大化」するという国立研究開発法人の第一目

的を踏まえ、研究開発成果の社会への還元等を通じて、良質な社会資本の効率的な整備及び北海道の

開発の推進に貢献し、国土交通政策及び北海道開発行政に係る農水産業振興に関するその任務を的

確に遂行することとする。土研はこのミッションを果たすため、国土交通省の地方整備局及び北海道開発

局等の事業と密接に連携を図るものとする。 

 

具体的には、2050 年カーボンニュートラルに向けた 2030 年度の削減目標や生産年齢人口減少等の

社会情勢を踏まえて、本中長期目標期間において、 

①自然災害からいのちと暮らしを守る国土づくり 

②スマートで持続可能な社会資本の管理 

③活力ある魅力的な地域・生活 

に貢献するための研究開発等に重点的・集中的に取り組むものとする。 

なお、研究開発等にあたっては、国土面積の約６割を占める積雪寒冷地の良質な社会資本の効率的

な整備等にも留意するものとする。 

 

５．国の政策・施策・事務事業との関係                                          

国土交通省技術基本計画は、国土交通行政における事業・施策のより一層の効果・効率の向上を実

現し、国土交通技術が国内外において広く社会に貢献することを目的として、技術政策の基本方針を示

し、技術研究開発の推進と技術の効果的な活用、技術政策を支える人材育成等の重要な取組を定めて

いる。また、国土交通行政における事業・施策等の重要な取組を定める計画として、社会資本整備重点

計画、防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策、国土形成計画、北海道総合開発計画等が

ある。 

さらに、北海道開発行政に係る農水産業の振興を図る調査、試験、研究及び開発等においては、食

料・農業・農村基本計画、水産基本計画、みどりの食料システム戦略を踏まえ実施する。 

これらのことから、土研は、国土交通省技術基本計画等を踏まえて、国が行う自然災害からいのちと暮

らしを守る国土づくり、スマートで持続可能な社会資本の管理及び活力ある魅力的な地域・生活に貢献

する研究開発等を推進するものとする。 

 

 

第２章 中長期目標の期間 

 

本中長期目標の期間は、令和４年４月１日から令和 10年３月 31日までの６年間とする。 

 

 

第３章 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

 

土研は、第１章に示す法人の役割や法人を取り巻く環境の変化を踏まえ、将来も見据えつつ社会的要

請の高い課題に重点的・集中的に対応するものとする。研究開発を進めるにあたっては、組織横断的・

分野横断的に柔軟に取り組むものとする。なお、新たな課題が生じた場合には、これらに係る研究開発

への取組も同様とする。 

その際、解決すべき政策課題ごとに、研究開発課題及び必要に応じ技術の指導や成果の普及等の研

究開発以外の手段のまとまりによる研究開発プログラムを構成して、効果的かつ効率的に進めるものとす

る。なお、研究開発プログラムは、必要に応じてその内容を見直すなど柔軟な対応を図るものとする。 
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併せて、研究開発成果の最大化のため、研究開発においても PDCAサイクルの推進を図ることとし、研

究開発成果のその後の普及や国の技術的基準策定における活用状況等の把握を行うものとする。 

土研は１．～３．に示す研究開発を一定の事業のまとまりと捉えて推進し、評価を行うものとする。なお、

研究開発の実施にあたっては、次に述べる技術的支援、研究開発成果の普及、国際貢献、産学官連携、

デジタル技術を活用した研究開発の各事項に取り組み、研究開発成果の最大化を図るものとする。 

まず、技術的支援については、近年は、広域多発的な激甚災害等が発生しており、今後もその発生が

懸念されている状況においては、限られた専門家で効率的に技術的支援を行う必要があることから、平

常時の技術的支援を含めて、簡易かつ迅速に対応できる環境整備を行うことでより多くの現場の要請に

応える必要がある。そこで、遠隔でも効果的かつ多くの現場を対象に迅速な技術的支援の実現を図るも

のとする。 

研究開発成果の普及については、デジタル技術を活用して、より幅広い対象に視覚的に理解しやす

い形で国内外に成果の普及を促進することで成果の最大化を図るとともに、土研が培った技術や経験・ノ

ウハウを国内外に広く展開することで我が国の土木分野における技術力の向上が期待される。そのため、

土研の研究開発成果については、これまで全国の主要都市で講演会・展示会や、マニュアル類の説明

会等を行ってきたところであるが、デジタル技術を活用するなどにより、技術的支援を必要とする地方公

共団体をはじめ、より幅広い対象に分かりやすい情報提供・発信を行って成果の普及を積極的に促進す

る。さらに、研究開発成果の普及にあたって民間の知見等を活かす際には、科学技術・イノベーション創

出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号）に基づき、出資並びに人的及び技術的援助の手段

の活用を図るものとする。また、出資等を行う体制については、必要に応じて見直すものとする。 

土木技術を活かした国際貢献については、関係機関とも連携しつつ、国際標準化や技術移転など成

果の国際的な普及に戦略的に取り組み、我が国企業の国際競争力強化を支援するとともに、アジアをは

じめとした世界への貢献を目指すものとする。 

産学官連携によるイノベーションについては、様々な分野の機関との連携を推進することなどを通じて、

民間企業等において新たに開発された技術の活用及び普及の促進により、建設現場にイノベーションを

もたらし、生産性向上や労働力不足等に対応するとともに、品質や安全性の飛躍的な向上等に貢献する

ことが期待される。このため、現場における研究課題の解決に向けて、国内外の幅広い知見を取り入れる

ため大学や民間企業等と適切な連携・人的交流を行うとともに、民間企業の研究開発促進や、開発した

技術を現場で適用する環境の整備を図るため、第三者的な立場にある土研が中心となって、産学官連

携を強化する。具体的には、研究開発の特性に応じ、政府出資金を活用した委託研究、統一規格の提

案等を行い民間企業による技術開発の環境整備を推進するものとする。さらに、共同研究の積極的な実

施により、民間企業と現場における課題を共有し、民間企業による技術開発の社会実装を促進するもの

とする。また、競争的研究資金等の外部資金の積極的獲得に取り組むものとする。 

デジタル技術の研究開発への活用については、急速に進化するデジタル技術を活用することにより、

現場の飛躍的な生産性向上などに貢献する研究開発が求められていることから、研究開発においてもこ

のようなデジタル技術に常に関心を持ち、現場における課題の解決にその技術を積極的に活用するもの

とする。 

 

１．自然災害からいのちと暮らしを守る国土づくりへの貢献                              

気候変動等の影響により、自然災害の外力が増大し激甚化しているとともに、自然災害の発生が頻発

化していることから、災害予測技術の開発、大規模な外力に粘り強く耐える施設の開発など、新たな技術

的課題へ即応するための技術の研究開発等に取り組むものとする。 
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（１）水害、雪害など激甚化する気象災害 

激甚化、頻発化する気象災害に対応し、地域が持続的に発展する中で国民が安心して生活を送るこ

とに資するため、水災害の激甚化に対する流域治水の推進支援技術の開発、顕在化した土砂災害への

リスク低減技術の開発、極端化する雪氷災害に対応する防災・減災に関する研究開発等を行うものとす

る。 

 

（２）切迫する巨大地震、津波 

南海トラフ地震や首都直下地震等の大規模地震の発生が切迫していることに対応し、大規模な外力に

粘り強く耐える施設の開発などに資するため、大規模地震に対するインフラ施設の機能確保技術に関す

る研究開発等を行うものとする。 

 

【重要度：高】自然災害からいのちと暮らしを守る国土づくりについては、国土交通行政における主要な

位置を占めるものであり、国土交通省の社会資本整備重点計画（令和３年５月 28 日閣議決定）の重点施

策や防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策（令和２年 12 月 11 日閣議決定）の重要な目的

になっており、災害大国である我が国の安全・安心の確保に対応するために極めて重要である。 

【困難度：高】近年、極めて甚大な規模、あるいは広域的な災害が発生している中で、防災のための施設、

設備は未だ十分ではないことに加え、生産年齢人口の減少も重なってきたことから、この課題を解決する

ためには、流域治水など発想の転換やデジタル技術の活用等による対処が必要となっており、短期間で

課題を解決することは極めて困難である。 

 

２．スマートで持続可能な社会資本の管理への貢献                                  

インフラの老朽化に伴う機能低下の加速や生産年齢人口の減少に伴うインフラ管理の現場の担い手

不足の対応として、３次元データや AI 等のデジタル技術を活用し、予防保全型メンテナンスへの転換、

建設現場の生産性向上を推進するなど、現場の働き方を飛躍的に変革するため、より効率的な施設の管

理に関する技術の研究開発に取り組むものとする。このことにより、インフラによる新たな価値を創造し、イ

ンフラの持続可能性を高めることへの貢献が期待される。 

 

（１）インフラメンテナンスの高度化・効率化 

老朽化によるインフラ機能低下の進行に対応し、我が国の適正な行政・社会経済システムの維持、トー

タルコスト縮減に資するため、構造物の予防保全型メンテナンスに資する技術開発、継続的な流域及び

河道の監視・管理技術の開発、積雪寒冷環境下における効率的な管理技術の開発、インフラの長寿命・

信頼性向上を目指した更新・新設に関する研究開発等を行うものとする。 

 

（２）デジタル技術による施工・管理現場の改革 

生産年齢人口の減少により現場の担い手が不足する中にあっても、これまでと同様にインフラの整備

を行うには、生産性を格段に上げる必要があるため、デジタル技術を活用した自動化・自律化や品質管

理手法等により、インフラの施工・管理を行う現場の働き方を改革する研究開発等を行うものとする。 

 

【重要度：高】スマートで持続可能な社会資本の管理については、国土交通行政における主要な位置を

占めるものであり、国土交通省の社会資本整備重点計画（令和３年５月 28日閣議決定）の重点施策や防

災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策（令和２年 12月 11日閣議決定）の重要な目的になって

おり、加速度的に進行するインフラの老朽化や生産年齢人口の減少による我が国の社会経済システムの

機能不全に対応するために極めて重要である。 

【困難度：高】老朽化する施設の割合が加速度的に増加する中で、維持管理のための技術の蓄積はこれ
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まで十分でないことに加え、生産年齢人口の減少も重なってきたことから、この課題を解決するためには、

従来の手法にとらわれずに発想の転換やデジタル技術の活用等による対処が必要となっており、短期間

で課題を解決することは極めて困難である。 

 

３．活力ある魅力的な地域・生活への貢献                                        

心豊かで暮らしやすい地域社会の実現及び生活の質の向上に向け、活力ある魅力的な地域・生活を

形成する必要がある。そのために、気候変動の適応策の推進、カーボンニュートラルに貢献する技術開

発、美しい景観整備、収益力を支える農業水産基盤の整備・保全等に向けた技術の研究開発等に取り

組むものとする。 

 

（１）持続可能な地域社会の実現 

グリーン社会の実現に向けて、2050 年カーボンニュートラル実現に資する地球温暖化緩和策のほか、

気候変動適応策などにも取り組むことに加え、持続可能な水資源・水環境管理技術の開発、社会構造の

変化に対応した資源・資材活用・環境負荷低減技術の開発等を行うものとする。 

 

（２）安全な暮らしと魅力的な地域・生活空間の整備 

暮らしやすく魅力的な地域社会を実現するため、積雪寒冷地における安全な交通ネットワークの確保、

地域社会・地域を支える冬期道路交通サービスの提供、快適で質の高い生活を実現するためインフラを

多様なニーズに合わせて最適化する公共空間のリデザインに関する研究開発等を行うものとする。 

 

（３）地域産業を支える農業・水産基盤の整備 

今後想定される世界の食料需給の大幅な変化や気候変動等に起因する様々なリスクに対しても的確

に対応し、北海道の特色を活かした食料供給力の確保・向上及び農水産業の持続的発展や農水産物の

高付加価値化・輸出拡大を図るため、積雪寒冷地の農業基盤の整備・保全管理技術の開発、水産資源

の生産力向上に資する寒冷海域の水産基盤の整備・保全に関する研究開発等を行うものとする。 

 

 

第４章 業務運営の効率化に関する事項 

 

１．業務改善の取組に関する事項                                              

効率的な業務運営を図るため、次の（１）と（２）に掲げる取組を推進するものとする。 

なお、目標管理・評価の仕組みを徹底するという独立行政法人制度改革の趣旨を踏まえ、前章１．から

３．までに掲げる事項ごとに情報公開を行い、法人運営の透明性の確保を図るものとする。 

 

（１）効率的な組織運営 

土木技術に係る我が国の中核的な研究拠点として、質の高い研究開発成果を上げ、その普及を図る

ことによる社会への還元等を通じて、良質な社会資本の効率的な整備等の推進に貢献するという役割を

引き続き果たすために、必要な組織体制の整備・充実を図る。また、研究ニーズの高度化・多様化、デジ

タル技術の進化等の変化に機動的に対応し得るよう、柔軟な組織運営を図るものとする。 

さらに、運営費交付金を充当して行う業務については、所要額計上経費及び特殊要因を除き、以下の

とおりとする。 

一般管理費のうち業務運営の効率化に係る額について、毎年度、前年度の予算額に対して３％に相

当する額を削減するものとする。 

業務経費のうち業務運営の効率化に係る額について、毎年度、前年度の予算額に対して１％に相当
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する額を削減するものとする。 

契約の合理化については、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27

年５月 25 日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施すること等により、契約の適正化を推進し、業務

運営の効率化を図るものとする。また、契約に関する情報の公表により、透明性の確保を図るものとする。

随意契約については、「独立行政法人の随意契約に係る事務について」（平成 26 年 10 月１日付け総管

査第 284 号総務省行政管理局長通知）に基づき明確化した、随意契約によることができる事由により、公

正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施するものとする。さらに、国立研究開発法人建築研究所

等との共同調達の実施等により、業務の効率化を図るものとする。 

 

（２）PDCAサイクルの徹底 （研究評価の的確な実施） 

研究開発評価を行い、評価結果を研究開発課題の選定・実施に適切に反映させることにより PDCA サ

イクルを徹底するものとする。 

その際、長期性、不確実性、予見不可能性、専門性等の研究開発の特性等に十分配慮した評価を行

うものとする。 

また、研究評価結果を踏まえて、取組状況を適切に分析・評価し、必要に応じて取組の方向性等を見

直すものとする。 

 

２．働き方改革に関する事項                                                 

働き方改革については、年次休暇の取得促進及び時間外勤務の縮減に取り組むとともに、フレックス

制度や新たに導入したテレワーク制度を活用し、柔軟な勤務形態を取り入れるものとする。また、事務手

続の簡素化・迅速化を図るために、経済性を勘案しつつ、業務の電子化推進に努めるものとする。技術

指導においても、遠隔で技術指導を行うためのハードウェア・ソフトウェアの設備を充実させて電子化を推

進することで、現場の要請に対して迅速かつ細やかな支援を可能とし、これまで以上の質を担保した技

術指導を行いつつ、出張等にかかる移動時間を大幅に省く。これらにより、職員の働き方改革の推進を

図るものとする。 

 

 

第５章 財務内容の改善に関する事項 

 

運営費交付金を充当して行う事業については、本中長期目標に定めた事項に沿った中長期計画の予

算を作成し、当該予算による運営を行うものとする。 

独立行政法人会計基準の改訂（平成12年２月16日 独立行政法人会計基準研究会策定、令和３年９

月 21日改訂）等により、運営費交付金の会計処理として、業務達成基準による収益化が原則とされたこと

を踏まえ、引き続き、収益化単位の業務ごとに予算と実績を管理するものとする。 

保有資産の適正な管理の下、その有効活用を推進するため、保有する施設・設備については、業務に

支障のない範囲で、外部の研究機関への貸与及び大学・民間事業者等との共同利用の促進を図るもの

とする。その際、受益者負担の適正化と自己収入の確保に努めるものとする。 

また、知的財産の確保・管理については、知的財産を保有する目的を明確にして、必要な権利の確実

な取得やコストを勘案した適切な維持管理を行うとともに、適切なマネジメントの下での公表や出資の活

用も含めて普及活動に取り組み知的財産の活用促進を図るものとする。 
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第６章 その他業務運営に関する重要事項 

 

１．内部統制に関する事項                                                  

「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」について」（平成 26年 11月 28日付

け総管査第 322号総務省行政管理局長通知）に基づき、業務方法書に記載した事項の運用を確実に行

い、内部統制の推進を図るものとする。 

研究開発等については、研究評価の取組により定期的な点検を実施し、その結果を踏まえた資源配

分の見直し等を行うものとする。 

理事長のリーダーシップの下で、自主的・戦略的な運営や適切なガバナンスが行われ、研究開発成果

の最大化等が図られるよう、理事長の命令・指示の適切な実行を確保するための仕組み等による統制活

動を推進するものとする。 

また、土研の重要決定事項等の情報が職員に正しく周知されるよう情報伝達を徹底するものとする。 

 

２．人材確保・育成方針、人事管理に関する事項                                    

第４期中長期目標期間中に開始した新たな方式による新規採用・経験者採用を引き続き積極的・計画

的に実施することにより、土木分野に限らず土研の将来を担う多様な人材を安定的に確保するものとする。

引き続き国土交通省、農林水産省等との人事交流等により、現場の感覚を併せ持ち課題を的確に把握・

特定し解決する専門家として育成するとともに、戦略的に活用を図り、土研の中核である土木技術の専門

家集団を社会資本整備・管理に係る専門家集団としてさらに強化していく。なお、人材の確保・育成にあ

たっては、リクルート活動の工夫や、女性の活躍を推進するための環境整備、多様な働き方の活用を図

るものとする。 

また、人事評価システムにより、職員個々に対する評価を行い、職員の意欲向上を促し、能力の最大

限の活用等を図るものとする。 

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方につい

て厳しく検証した上で、研究開発業務の特性等を踏まえた柔軟な取扱いを可能とするとともに、透明性の

向上や説明責任の一層の確保が重要であることに鑑み、給与水準及びその妥当性の検証結果を毎年

度公表するものとする。 

なお、これらの事項については、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20 年法

律第 63 号）に基づいて定める「人材活用等に関する方針」に反映し、適宜方針の見直しを行うものとす

る。 

 

３．その他の事項                                                        

（１）リスク管理体制に関する事項 

業務実施の障害となる要因の分析等を行い、当該リスクへの適切な対応を図るものとする。 

 

（２）コンプライアンスに関する事項 

土研におけるコンプライアンスについて、職員の意識浸透状況の検証を行い、必要に応じて規程や関

係する取組の見直しを行うものとする。 

特に、研究不正対応は、研究開発活動の信頼性確保、科学技術の健全な発展等の観点からも極めて

重要な課題であるため、研究上の不正行為の防止及び対応について、取組状況の点検や職員の意識

浸透状況の検証を行い、必要に応じて規程の見直しを行うなど組織として取り組むとともに、万が一研究

不正が発生した場合には厳正に対応するものとする。 

 

（３）情報公開、個人情報保護に関する事項 

適正な業務運営を確保し、かつ、社会に対する説明責任を確保するため、適切かつ積極的に広報活
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動及び情報公開を行うとともに、個人情報の適切な保護を図る取組を推進するものとする。具体的には、

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）に基づき、組織、業務

及び財務に関する基礎的な情報並びにこれらについての評価及び監査に関する情報等をホームページ

で公開するなど適切に対応するとともに、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づ

き、保有する個人情報を適正に管理するものとする。 

 

（４）情報セキュリティ、情報システムの整備・管理に関する事項 

情報化の進展に伴って、機密情報の流出など、情報セキュリティインシデントを未然に防ぐため、体制

の充実を図り、必要な対策を講じていく。また、不正アクセスなどの脅威を念頭に、職員の情報セキュリテ

ィに関する知識向上を図るものとする。 

情報システムの整備・管理については、「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和３年 12

月 24日デジタル大臣決定）に則り適切に対応するものとする。 

 

（５）保有資産の管理・運用に関する事項 

業務の確実な遂行のため計画的な整備・更新等を行うとともに、所要の機能を長期にわたり発揮し続

けることができるよう、適切な維持管理に努めるものとする。その上で、研究開発のニーズや試験装置、計

測技術の進歩等に応じて、必要な更新を適切に図っていくものとする。また、大規模災害や事故などを契

機として必要となる新たな研究開発に即応するため、施設の整備・更新を適時、適切に行うものとする。 

保有資産については、必要性について不断に見直しを行い、土研が保有し続ける必要がないものに

ついては、支障のない限り、国への返納を行うものとする。 

 

（６）技術流出防止対策に関する事項 

技術の流出防止に細心の注意を払うとともに、技術流出防止に向けた所内の体制整備を図るものとす

る。 

 

（７）安全管理、環境保全・災害対策に関する事項 

防災業務計画を適時適切に見直すとともに、防災業務計画に基づいて適切に対応するものとする。ま

た、災害派遣時を含め、職員の安全確保に努めるものとする。 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）に基づき、環境負荷

の低減に資する物品調達等を推進するものとする。 

 

※本中長期目標の評価に関する主な評価軸は別紙３のとおり。 



【機密性２】

社会資本整備重点計画

政府の方針等

本中長期目標の期間における
土木研究所の事務・事業

・自然災害からいのちと暮らしを守
る国土づくり
・スマートで持続可能な社会資本の
管理
・活力ある魅力的な地域・生活
に貢献するための研究開発等に重
点的・集中的に取り組むものとする。

独立行政法人の事務・事業

国民生活及び社会経済の安定等の公共上
の見地から確実に実施されることが必要な事
務及び事業であって、国が自ら主体となって
直接に実施する必要のないもののうち、民間
に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
れがあるもの 等

（独立行政法人通則法第２条第１項）

土木研究所の業務
建設技術及び北海道開発局の所掌事務に関連するその他の技術のう
ち、土木に係るもの（土木技術）の向上を図り、良質な社会資本の効率
的な整備及び北海道の開発の推進に資するよう、以下の業務を行う。

・土木技術に関する調査、試験、研究及び開発
・土木技術に関する指導及び成果の普及 等

（国立研究開発法人土木研究所法第３条、第12条）

みどりの食料システム戦略

食料・農業・農村基本計画

農林水産省の方針等

国土交通省の方針等

北海道総合開発計画

水産基本計画

国立研究開発法人土木研究所に係る政策体系図

国土交通省技術基本計画

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

国土形成計画
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国立研究開発法人土木研究所（土研）の使命等と目標との関係

研究成果の社会への還元等を通じて、良質な社会資本の効率的な整備及び北海道の開発の推進に貢献し、国土交通政策及び北海道開発行政に係る
農水産業振興において、国立研究開発法人土木研究所としての任務を的確に遂行する。

（使命）

（環境変化）（現状・課題）

○気候変動の進行により水災害、土砂災害等が激甚化、頻発化しているため、
あらゆる関係者の主体的な参画による国土の強靱化と地域の持続可能な
発展が求められている。

○今後老朽化の進行によるインフラの機能低下が加速することが見込まれる
ため、適切に対応しなければ中長期的なトータルコストの増大に加え、我が
国の社会経済システムが機能不全に陥る懸念がある。また、将来の維持管
理を見据えた取組が求められている。

○多核連携型の国土づくりを進め、暮らしや地域経済の核となる産業を支え
る基盤の整備、また持続可能で暮らしやすい地域社会・地方創生の実現が
求められている。
○2050年カーボンニュートラルなどの地球温暖化対策や自然環境の保全、健
全な水循環の確保等をはじめとした環境問題への対応が求められている。

○人口減少・少子高齢化による生産年齢人口の減少が加速化しているため、
現場におけるDXによる生産性向上が求められている。
○新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた非接触、リモート化が広がる社
会への対応が求められている。

◆強み

○土木分野における公的かつ総合的な研究機関として、その強みを
活かして、次のような取組を進めてミッションを果たしてきた。

○土木分野の専門家集団として現場のニーズを的確に把握し課題の
特定を行い、研究成果を適時適切にとりまとめ、社会実装してきた。

○激甚化する災害の現場や高度な技術的課題を抱える現場におい
て、現場の要請に応えて技術的支援を行うとともに、研究開発成果
を国土交通省等の技術基準類への反映を通じて社会資本の効率
的・効果的な整備に貢献してきた。

○公正、中立の立場で産学官と適切な連携を図り、新たな土木技術
の開発や現場への実装を促進してきた。
◆課題

○研究開発を推進するにあたり、限られた土研のリソースの中で、デ
ジタル技術等の活用に必要な多様な人材を確保することや所有す
る実験施設を新たな研究開発に即応するための整備・更新を図るこ
となどが課題となってくる。

○土研は、法人の役割や法人を取り巻く環境の変化を踏まえ、将来も見据えつつ社会的要請の高い課題に重点的・集中的に対応するものとする。
（１）自然災害からいのちと暮らしを守る国土づくりへの貢献 ：
災害予測技術の開発、大規模な外力に粘り強く耐える施設の開発など、新たな技術的課題へ即応するための技術の研究開発等に取り組む。

（２）スマートで持続可能な社会資本の管理への貢献 ：
建設現場の生産性向上の推進など、現場の働き方を飛躍的に変革するため、より効率的な施設の管理に関する技術の研究開発等に取り組む。

（３）活力ある魅力的な地域・生活への貢献 ：
気候変動適応策の推進やカーボンニュートラル、美しい景観整備、農業水産基盤の整備・保全等に向けた技術の研究開発等に取り組む。

○研究成果の最大化を目指し、次の点を重視して業務に取り組む。
（１）技術的支援の強化、研究成果の普及促進、他機関との連携強化、国際貢献 （２）研究開発へのデジタル技術の積極的な活用
○業務運営の効率化等：働き方改革の推進、多様な人材の安定的な確保、社会資本整備・管理に係る専門家集団として育成、等

（中長期目標）

別紙２



主な評価軸

成果・取組が国の方針や社会のニーズに適合しているか

成果・取組が社会的価値の創出に貢献するものであるか

成果・取組が生産性向上・変革に貢献するものであるか

招へい研究員の全数

交流研究員受入数

競争的資金等の獲得件数

現場調査実績

技術資料の策定・改定数

論文・雑誌等の発表数

施設見学者数等

技術支援実績

災害支援実績

委員会・研修講師派遣数

国際会議での講演数

国際協力機構や政策研究
大学院大学と連携した修
士・博士の修了者数

国際協力機構等と連携し
た研修受講者数

国立研究開発法人土木研究所の評価に関する評価軸等について

中長期目標

第３章　研究開発の成果の最大化そ
の他の業務の質の向上に関する事項

土木研究所に設置された評価委員会によ
り、妥当性の観点、社会的観点、生産性の
観点、研究開発成果の最大化の観点（他機
関との連携、成果の普及・行政への技術的
支援、国際貢献）について、総合的な評価を
行う。

評価指標

＜他機関との連携＞
○共同研究件数

＜成果普及・行政への技術的支援＞
○講演会・説明会等の聴講者数
（WEB参加者含む）

○技術基準類への成果反映数

＜国際貢献＞
○国際的委員会等への参画者数

１．自然災害からいのちと暮らし
　　を守る国土づくりへの貢献

２．スマートで持続可能な社会
　　資本の管理への貢献

３．活力ある魅力的な地域・生
　　活への貢献 研究成果の最大化のための具体的な取組がなされてい

るか
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